
令和３年度第 4 回神石高原町農業委員会総会議事録 

開 会 事務局長 
ただいまから令和３年度第 4 回神石高原町農業委員会総会を開会致しま

す。まず始めに会長より挨拶を頂きます。 

会長挨拶  （会長挨拶） 

 事務局長 

ありがとうございました。続きまして欠席者の報告ですが本日の欠席者

は１２番小里千惠子委員以上の１名です。従いまして、農業委員会等に

関する法律第２７条第３項の規定により在任委員数１４名中出席者は 1

３名でありますので過半数を超えております。総会が成立することをご

報告申しあげます。尚、議事の進行につきましては会議規則第３条の規

定により会長にお願いします。 

議事録署名 

委員指名 
議 長 

それでは議事に入りますまでに、本日の議事録署名委員の指名をさせて

頂きます。2 番田邊委員、3 番若林両委員にお願いします。 

第１号議案 議 長 
それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第３条の規定による許可

申請について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。３－4 の案件につきまして、三城推進委員お願いします。 

 3 番 

推進委員の三城です。７月２５日に私と石井農業委員と譲受人でありま

す横山豊富さんと現地確認をしました。書類等は綺麗に整理されており

ましたので審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 報告が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 ９番 畑で何を耕作されるんですか？ 

 事務局長 申請書には野菜等を作付けされると書いてあります。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第２号議案 議 長 
続きまして議案第２号「農地法第 4 条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。４－７の案件につきまして、山岡推進委員お願いします。 

 １４番 

推進委員の山岡です。７月２６日夕刻、申請人であります平岡様と井上

農業委員さんと私の３名で現地調査いたしました。現場は本庁役場より

県道４１７号小畠荒谷線を南東へ２ｋｍ行った所へあります。現況写真

の３ページの赤線の枠内に墓地を申請されました。審議の程よろしくお

願いします。 

 議 長 ありがとうございました。４－８の案件につきまして、新江推進委員お



願いします。 

 １２番 

高蓋、木津和担当の新江です。受付番号４－８について報告致します。

場所は高蓋屯所より西へ約２００ｍの場所にあります。７月２７日に佐

伯農業委員さんと調査しました。すでに太陽光の装置が設置されており

ました。書類等も適切に出ておりますので審議の程よろしくお願いしま

す。 

 議 長 
ありがとうございました。４－９の案件につきまして、三原推進委員お

願いします。 

 ６番 

下豊松、有木地区担当の三原です。受付番号４－９について報告しま

す。場所は豊松支所から北へ３ｋｍほど行った牧迫地区です。７月２８

日に小坂農業委員と申請者の岡本さんと現地調査しました。既存の墓が

高所にあり不便なため申請地に移設したいということです。申請地は作

付けされていない休耕中の畑です。以上です。 

 議 長 報告が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 ９番 

９番小坂です。４－８の鍛冶原さんの案件ですが、航空写真を見てみま

すと９３番地の田がありますが駐車場かなにかで利用されている土地に

なっています。その隣の９５－１は建物で宅地になっています。田にな

っているのが田として使われていないというのはどういうことでしょう

か。ただ太陽光パネルについては問題ないと思います。９５－１の所有

者のかたが誰かは分かりませんが、そのへんは調べてらっしゃるんでし

ょうか？ 

 事務局長 

９５－１は広瀬建設です。今回の案件は、９１番地にすでに許可して設

置しています太陽光パネルが設計書と違って９４番に入る形で設置して

あるわけです。今ご指摘の９３番地が田になっていますが資材置き場に

なっております。パトロールで現況を確認するリストに入っておりま

す。今回の９４番地に当初許可を出している太陽光発電設備は９１番地

になります。そのパネルを全面に設置する予定が下に設置せずに右にの

ばしてしまったという状況です。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第 3 号議案 議 長 
続きまして議案第 3 号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。５－４の案件につきまして、横儀推進委員お願いします。 

 ９番 
草木、牧、田頭地区担当の横儀です。７月２８日に城山委員と代理人の

SAWADA の清田さんと私の３人で現地確認を行いました。場所は役場



神石支所より南方向５ｋｍのところにあります。県道三原東城線の神石

実験牧場に入る道を４００ｍ位入った所です。譲渡人は現住所が遠く耕

作することが困難になり他に耕作する人もいないことから、当農地を有

効利用したいということです。譲受人は他の所有地もないので当農地を

譲り受け売電用太陽光パネル発電設備を設置するということです。周辺

の農地等に影響はないと思われます。審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。５－６の案件につきまして、渡邉委員お願い

します。 

 １番 

江草推進委員が報告するところ江草推進委員が急用のため渡邉が報告し

ます。受付番号５－６について報告します。場所は国道１８２号線、星

の里交差点より東側２ｋｍの場所にあります。調査日時ですが７月２８

日に私と江草推進委員と譲渡し人の宗綱明さんの奥さん同行のもと調査

しました。事前に江草推進委員のほうに調査内容が届いた時に宗綱さん

に連絡を取って日程調整をしたところ、まだ検討中で結論が出ていない

と言われ、これはおかしいということで事務局に連絡を取って確認をし

たところ、現地調査だけはしておいてくださいということで前日調査を

したところです。調査の前日にはまだ結論が出ておらず税理士さんと相

談しているということでした。しかしながら、現地調査をして下さいと

いうことなので申請通り結論が出るという前提で調査いたしました。調

査内容ですが譲渡し人の明さんは今介護が必要であり、息子さんは遠方

へ仕事に行かれており何年もこの申請地で作付けをしておらず、今後も

耕作をする予定がなくこのまま荒らすのは周辺に迷惑を掛けてもいけな

いので、譲渡し人に管理してもらったほうがいいと判断をしているとい

うことでした。周辺には以前本人さんが同じように太陽光を設置されて

おられます。周辺の農地への影響ですが、申請地の一番下に他のかたの

農地があり稲作をされております。この農地の水路に影響等がないよう

に水路だけは確保していただくように言って帰りました。その他の影響

はないものと思われます。申請に関する添付書類も土地登記簿、謄本、

公図の写し、建物の配置図、委任状、被害防除措置計画書等の添付書が

出ております。結論が出ておられない判断で調査をして参りました。以

上です。 

 議 長 
ありがとうございました。５－５、５－７の案件につきまして、三原推

進委員お願いします。 

 ６番 

下豊松、有木地区担当の三原です。５－７について報告します。場所は

豊松支所から北へ１ｋｍほど行った中平地区です。７月２８日に小坂農

業委員と受け渡し人の内藤さん同行のもと調査しました。２筆あります

が隣接して現在作付けされていない休耕中の畑で太陽光発電設備設置の

ための所有権移転です。譲渡し人は後継者がおらず今後も作付けする予

定がないとのことでした。譲受人のかたに連絡を取ってみたところ工事

のほうは神石高原町が現在町道を造成するということで、神石高原町と

の境に接しているためその工事の進捗状況に合わせて太陽光発電の工事



に入りたいということでした。 

次に受付番号５－５について報告します。場所は豊松支所から北へ６ｋ

ｍほど行った油屋地区です。７月２８日に小坂農業委員同行のもと調査

しました。現在は作付けされていない休耕中の畑であり太陽光発電設備

設置のための所有権移転です。譲渡し人は後継者がなく今後も農業をす

る予定がないとのことです。以上でございます。 

 ９番 

５－７の件で補足ですが４７７と５２８—１の間に５２８—２がありま

すが旧墓地であります。所有者のかたはもう出ておられまして墓地も移

転されておりますので迷惑をかけるということはありません。ただ５２

８－２は所有者が違いますので残すという工事になります。先ほど説明

がありました町道の拡張工事が完了した後でないと、法面等の補強整備

とかの問題がありますのでこの計画についてはとりあえず所有権の移転

のみ行います。 

 議 長 
ありがとうございました。５－８の案件につきまして、新江推進委員お

願いします。 

 １２番 

受付番号５－８について報告します。場所は木津和振興会館から西へ約

１ｋｍの場所にあります。７月２７日に佐伯農業委員同行のもと調査い

たしました。現地は田んぼとして使われておらず草が生えている状態に

なっていました。書類も適切に出してありました。審議のほどよろしく

お願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。報告が終わりました。ご意見、ご質問があり

ましたらお願いします。 

 事務局長 

事務局から５－６についてなんですが、先ほど渡邉委員から報告があり

ましたが事前審査に行かれたら所有者が承諾されていませんよと連絡が

ありましたので、事務局のほうで業者のほうに連絡を取りました。そう

すると業者のほうはオッケー頂いているんだけどということで現場に行

きまして本人に話しを聞きましたら、本人はいいそうですが息子さんか

ら意見がありまして、以前建てた太陽光パネルの土地代をもらうことに

よって一時所得が発生してそれにより国保か何かに影響が出たそうでご

ざいます。そういうことがあって息子さんが太陽光をもう売るなと言わ

れたそうです。上のほうにアセットプラスという会社が太陽光パネルを

しているんですが、そういうことがあって今承諾はしていないという申

し出がありました。このままでは取り下げをしてもらわなければいけな

いと業者に言いましたところ、再度業者のほうが宗綱さんのほうに説明

にあがったということお聞きして、推進委員さんにお伝えして現地確認

の時点ではまだ保留で８月に決定すると申されたそうで、また再度業者

に確認しましたところ、今日の午前中業者のほうが宗綱さんのところに

行って息子さんも本人さんも承諾したと、総会に取り下げ書は出さずに

審議して頂きたいというような旨を申し出ておられます。 

続いて、５－５に５１０枚で３４．６５ｋｗとありますがここはもう１

枚４９．５ｋｗがございます。ここは非 FIT でございまして経産省の承



認を得ていない、ID 番号をもらっていない案件です。５－７もそうです

がこの工事をする業者さんは非 FIT で太陽光発電設備をされておりまし

て、普通なら１筆１つの認可でございますからその筆を分けることは転

売を目的でなければできないんですが、５－５につきましては１９３０

㎡を２つに分けまして５１０枚を２工事分で設置されます。中電とも２

個口で契約をされております。工事負担金も半分されて２か所分払われ

ております。ですから合計で８４．１５ｋｗの発電を行うということ

で、後の転売は考えておられないということです。８４．１５ｋｗなら

高圧になりますので５１０枚で８４ｋｗ発電したら無駄になっていると

ころを２口にして工事を２か所して有効に無駄のないような売電を計画

されております。両方で５１０枚という計画になっております。 

 議 長 報告が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 議 長 ５－６は１８０５－１と１８０６－１の間に２枚ある？ 

 事務局長 

３枚で１筆です。上の１８０５－１も２枚で１筆です。１８０６－１は

３枚で１筆ですけど一番下の筆は３筆の１部を１筆にしているんです。

１８０６－１の一部と１８１９－３の一部と１８１６－３の一部を使っ

て１枚にしているということです。 

 １番 １８１６－３が航空写真では畑になっているが？ 

 事務局長 登記簿上では畑ですが現況は全部田んぼで耕作されていたみたいです。 

 議 長 下にある HIKARI PLUS はまだ地目変更してないん？ 

 事務局長 
これは午前中言いました地目変更の指導の案件になるかと思いますの

で、その表にありましたら確認よろしくお願いします。 

 議 長 ５－７は町道設置後ということになっているが、町道はいつ頃つくん？ 

 事務局長 

先程町道設置後と言われたんですけど、太陽光パネルは許可されたら設

置されます。被害防除計画書で雨水の排水を東側のほうに持ってくるよ

うな図面になっていたんですけども、道路は西側のほうが低いんです。

建設課と話しをして、太陽光パネルの排水を法面のどこに持って来るか

を教えてくれればそこに排水を下ろすと町道のほうが計画をしてくれて

いますので、被害防除で工事の時には図面で法面をどこに持って来るか

を示してくださいと業者には言っております。その排水の桝をうけて道

路の工事のほうが法面から排水してくれて、立坑を設置してくれるとい

う運びになっております。 

 議 長 
現況写真の１２ページの重機が入っているところが町道の工事をしてい

るところ？ 

 ９番 ここはトマトの圃場です。以前総会に出たものです。 

 事務局長 

奥側の切ってあるところが道路の法面になります。そこまでトマトの圃

場整備がかさ上げされるわけです。法面や道路面が出来た時に水路の下

流側のところから立坑をおろしますよと建設課のほうで言われていま

す。何もなかったら法面に雨水排水が流れてしまいますので道路管理者

のほうもそれでは困りますよということで排水に合わせてくれるという



ことになるそうです。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

 議 長 以上で本日ご提案します議案については終了しました。 

  

午後２時２０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

以上、議事の経過を記載し、その内容は相違ないことを証するた

め署名します。 
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